
「阿蘇カルデラ」の世界文化遺産国内暫定
一覧表への提案について 「阿蘇の景観を守る宣言」採択

　令和２年３月26日、熊本県と高森町を含む阿蘇郡市７市町村は、
「阿蘇カルデラ」の世界文化遺産登録に向けた提案書を文化庁に提
出しました。
　今回提出した提案書は、世界遺産としての価値や、保護措置等に
関する学術検討の成果を取りまとめたものです。
　「阿蘇カルデラ」は、広大なカルデラの内外で今なお６万人の人々
の暮らしが営まれているという類いまれな地域であり、過酷な自然
環境に向き合い共生してきた人々のたくましさと知恵の記憶を現在
にとどめる、かけがえのない遺産です。世界文化遺産国内暫定一覧
表へ追加すべき候補として提案書を提出し、世界文化遺産登録へ向
けて、さらに一歩踏み出しました。

　令和２年１月16日、県庁にて、熊本県と高森町を含む阿蘇郡市
７市町村による阿蘇世界文化遺産登録推進協議会が、「阿蘇の景観
を守る宣言」を採択しました。
　この宣言は、先人たちから受け継がれてきた県民の宝である阿蘇
の景観を、守り、育み、後世に伝えていくという、熊本県と阿蘇郡
市７市町村の決意表明です。阿蘇の魅力ある景観や眺望が損なわれ
るような無秩序な開発計画を牽制し、阿蘇の景観を全国に発信して
いくことができるよう、阿蘇郡市一丸となって取り組んでいきます。
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　新型コロナウイルスに関連した憶測やうわさに基づく行動は、過度の不安をあおり、誰かを傷つけることにつながる
恐れがあります。
　住民の皆様には次のようなことを心がけるようお願いします。
●ネット上の誤った情報を安易に広めない。
●国や県、市町村が発信する正確な情報に基づいて判断、行動をする。
　新型コロナウイルス感染症関連情報については、熊本県ホームページをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症に関連した人権への配慮について
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